
様式第１号

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地

請求書提出先

（名　称）吹田市市民部市民総務室（情報公開担当）

（所在地）〒564-8550　吹田市泉町１丁目３番４０号

１氏名、２生年月日、３現在年齢、４性別、５登録拠点、６受付票作
成日、７担当カウンセラー、８キャリア、サポーター区分、９利用区
分、１０障害の有無、１１、現在の状況、１２現在の就業形態、１３
決定分類、１４引継ぎ事項、１５電話番号、１６携帯電話番号、１７
E-mail、１８携帯メール、１９住居、２０住所、２１学歴、２２認知
経路、２３職歴情報、２４希望の仕事、２５決定連絡詳細、２６決定
内容詳細、

JOBナビすいた（相談コーナー）の利用登録をした者

本人からの申請

含む

―

JOBナビすいた（相談コーナー）の相談業務における、利用者の情報管
理のために利用する。

個人情報ファイル簿

JOBナビすいた（相談コーナー）利用者情報管理ファイル

吹田市長

JOBナビすいた（相談コーナー）



訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が
含まれているときはその旨

備　考

新規届出日：令和５年(2023年)４月１日

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（条例での規定なし）

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第１号
（電算処理ファイル）

□
法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファ

イル


